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【法人の事業について】                                                                        　　　　認定規則第45条第4号

事業
年度

自 令和8年4月1日 法人コード A002180

至 令和9年3月31日 法人名
公益財団法人世田谷区スポーツ
振興財団

１．事業の一覧

（１）公益目的事業

事業番号 事業名等

公 1 スポーツ及びレクリエーションの振興、普及啓発に関する事業

（２）収益事業等

 〔１〕収益事業

事業番号 事業名等

収 1 売店等事業

 〔２〕その他の事業（相互扶助等事業）

事業番号 事業名等

他



２．個別事業の内容について 

（１）公益目的事業について                  （事業単位ごとに作成してください。） 

事業番号 事業の内容 
当該事業の事
業比率（％） 

公 1 スポーツ及びレクリエーションの振興、普及啓発に関する事業 99.0 

〔１〕事業の概要について（注１） 

［事業の趣旨］ 
 世田谷区民が、スポーツ・レクリエーション活動を通じて心身ともに健康で豊かな生活を送ることができる生涯ス
ポーツ社会の形成に寄与することを目的として、各種スポーツ・レクリエーション教室、大会、イベント等の事業、
広報誌の発行、スポーツ・レクリエーション指導者登録・活用事業、地域スポーツ団体育成事業、スポーツ推進委員
の活動支援事業を実施するとともに、世田谷区から社会体育施設の管理・運営業務を受託し、これらの施設の安全で
快適な施設運営と、施設を活用した各種事業を実施しています。 
 
［指定管理者として管理運営する施設の内容］ 
(1)区立総合運動場の管理運営業務について、令和 4 年 4 月より 5 年間、世田谷区と基本協定を結んでいます（5 期目
の指定）。施設の管理運営業務は、区立総合運動場条例に基づいています。 

(2)千歳温水プールの管理運営業務について、令和 6 年 4 月より 5 年間、世田谷区と基本協定を結んでいます（5 期目
の指定）。施設の管理運営業務は、千歳温水プール条例に基づいています。 

(3)区立大蔵第二運動場の管理運営業務について、令和 4 年 4 月より 5 年間、世田谷区と基本協定を結んでいます（2
期目の指定）。施設の管理運営業務は、区立大蔵第二運動場条例に基づいています。 

 
［内容］ 
１ スポーツ及びレクリエーション振興事業 
 区民のスポーツ・レクリエーション活動の推進を図るため、子どもから高齢者、障害のある方など、それぞれの対
象者やレベルにあった教室等各種事業を実施しています。 
(1)スポーツ教室 
  さまざまな種目の気軽に参加できるスポーツ・レクリエーション教室を開催し、スポーツ・レクリエーション活
動の推進を図ります。「各種スポーツ教室」は、アーチェリー等の事前申込制の教室を、賛助会員等の専門機関の協
力により区内施設で実施しています。また、誰でも自由に、継続的に参加できる「だれでも、ひとりでも参加でき
る教室」を実施しています。特に、フィットネス教室には、乳幼児が親と一緒に参加ができるプログラムもあり、
幅広い年齢層に対応しています。「各種スポーツ教室」の参加費は、1 回あたり５００円～１０００円程度、「だれで
も、ひとりでも参加できる教室」は、１回４００円～５００円（ゴルフレッスンは２，１００円）となっており、
講師代や保険料等の実費相当額となっています。 

(2)体力・基礎運動能力向上事業 
  「走る・跳ぶ・投げる・蹴る・泳ぐ・打つ・舞う」といった基礎的運動能力の向上を図り、子どもから高齢者ま
での多種多様なスポーツ・レクリエーション活動を支える体力の基盤づくりを推進するため、「子どもの体力・基礎
運動能力向上事業」、「成人・高齢者の体力・基礎運動向上事業」、「各種ウォーキング」を実施しています。 

 ・子どもの体力・基礎運動能力向上事業 
  元オリンピック選手や、元 J リーガー・プロ野球選手を講師にむかえ、年間を通じて「世田谷ジュニアアカデミ

ー＆カレッジ（陸上、サッカー、器械運動、野球、水泳、テニス、新体操、ダンス等）」を総合運動場等の各施設
を使用して実施しています。参加費は、１カ月あたり５，０００円～１２，３００円と低廉な料金を設定してい
ます。 

 ・成人・高齢者の体力・基礎運動能力向上事業 
  ランニングの基礎から体力づくりまでを実技・講義を交えたプログラムで行うランニングクリニックや、女性対

象事業などを開催し、継続的にスポーツ・レクリエーション活動ができる基礎体力の向上を図ります。参加費は、
１日あたり１，５００円～２，０００円であり、講師代や保険料等の実費相当額となっています。 

 ・各種ウォーキング 
  「歩く」ことを通し、体力の保持・増進に努めるとともに自然に親しむことを目的に、日帰りハイキングや多摩

川沿いを進む多摩川ウォークを開催しています。参加費については、ハイキング（バスハイク）は９，８００円、
多摩川ウォークは１，２００円（大人）・６００円（小・中学生）と、使用料や保険料等の実費相当額となってい
ます。 

(3) 競技大会 
  日頃の練習の成果を発揮する機会を提供し、競技力の向上を推進するため、区民スポーツ大会をはじめドッジボ
ール大会、子ども駅伝等を開催しています。 

(4) 世田谷 246 ハーフマラソン 
  「スポーツのせたがや」の推進とイメージ定着のため、ハーフマラソンとタイムトライアルの２種目構成により
「世田谷 246 ハーフマラソン」を開催しています。参加費はハーフマラソン１０，０００円（区外在住１１，００
０円）、タイムトライアル２，０００円（小・中・高校生１，０００円）を設定しています。 

(5)スポーツ講習会 
  スポーツの実技やスポーツ振興に携わるうえで必要な知識を習得する講習会を開催し、親しみを持ってスポー
ツ・レクリエーション活動ができる環境を提供します。 

 ・スポーツ実技講習会 
  元オリンピック選手や元プロ野球選手を講師にむかえ講習会を開催しています。参加費は、講師代、保険料等の



実費相当となっています。 
 ・各種養成講習会 
  指定管理者制度の活用、地域活性化等の活用事例を研究・情報共有し国内の外郭団体の活性化と公共スポーツ施
策の充実を目的とした講習会を実施しています。参加費（２０，０００円～２５，０００円）は講師代、施設使用
料、テキスト作成費等の実費相当となっています。 

(6)子ども活き活きスポーツ活動推進事業 
  スポーツ・レクリエーションを通して、子どもの健康・体力を保持・増進していくとともに、地域社会の中で子
どもが健やかに育つことを目的に、「ジュニアスポーツ教室」、「チャレンジスポーツ」、「子どもスポーツイベント」、
「ジュニア育成事業」、「多摩川流域スポーツ大会」、「スポーツ観戦デー」、「区立中学校部活動支援事業」を実施す
ることにより、子どもたちの活き活きとしたスポーツ・レクリエーション活動を推進します。 

 ・ジュニアスポーツ教室 
  幼児から小・中学生を対象に、スポーツ・レクリエーションに親しむきっかけづくりの場を提供し、スポーツ・

レクリエーションの楽しさやすばらしさを体験するとともに、仲間づくりや体力の向上を目指します。ソフトテ
ニス、親子体操等を実施しています。参加費は講師代、保険料等の実費相当の半額程度に設定しています。 

 ・チャレンジスポーツ 
  さまざまなスポーツのトップ選手に直接指導を受けることにより、技術の向上はもちろんのこと、その人間性、

生き方に関心を持たせ、スポーツ活動への意欲を高めます。野球・サッカー等の種目別に実施しています。 
 ・子どもスポーツイベント 
  親子でスポーツ・レクリエーションに親しむ機会を提供するため、5 月の連休中に「親と子のつどい」内でスポー

ツチャレンジコーナーを実施しています。参加費は無料となっています。 
 ・ジュニア育成事業 
  ジュニア選手の強化・育成を推進するとともに、子どもたちの目標となる事業を実施することにより、競技力の

向上やスポーツの更なる普及を促進します。東京都スポーツ協会から「ジュニア育成地域推進事業地区体育・ス
ポーツ協会等事業の分担金」の交付を受け、実施しています。 

 ・多摩川流域スポーツ大会 
  多摩川の自然や他の地域の子どもたちと触れ合い交流を深めることを目的に、野球、サッカー、バレーボールの

大会を実施しています。 
 ・スポーツ観戦デー 
  子どもたちがスポーツを身近に感じ、スポーツを始めるきっかけづくりとするため、Ｊリーグ等の試合を家族で

観戦する機会を提供しています。参加費は無料です。（一部種目は割引料金での観戦となりますが、その観戦料は
試合主催者へ直接支払う形となりますので、財団の収入はありません。） 

 ・区立中学校部活動地域展開関連事業 
  世田谷区教育委員会と連携し、中学校部活動地域展開に関する各種事業を推進します。 
(7)生涯健康推進事業 
  高齢化が進む中で、区民がスポーツ・レクリエーションを通しいつまでも元気で過ごすことができるための健康
増進プログラム及び地域でのコミュニティー形成のきっかけを提供するため、高齢者及び中高年を対象とした健康
推進事業をスポーツ領域の観点から企画、実施しています。参加費（１日あたり５００円～１，０００円）は講師
代、保険料等の実費相当となっています。 

 ・高齢者の生涯健康推進事業 
  加齢による筋力低下や腰痛・肩こり・膝痛の予防改善等を目的に、団塊世代から高齢者を対象に「元気なシルバ

ーいきいきトレーニング」、「生涯健康づくり体操」を実施しています。 
 ・中高年の生涯健康推進事業 
  日頃運動不足の中高年が運動習慣を身につけ、心身ともに健康な日常生活を送ることができるよう推進するため

の事業を実施しています。 
(8)障害者スポーツ・レクリエーション推進事業 
  定期的なスポーツ教室やイベントを開催し、障害者のスポーツ・レクリエーション活動の場の提供を推進します。 
 ・運動・水泳教室 
  適切な運動を定期的に行うことにより健康の増進、体力の向上を図るとともに、スポーツをすることの楽しさや

すばらしさを伝えます。「運動教室」は小・中学生対象、「水泳教室」は小学生以上を対象としています。「運動教
室」の参加費は 1 日あたり４００円、「水泳教室」の参加費は１日あたり８００円（小・中学生５００円）で実施
しています。 

 ・各種スポーツ教室・イベント 
  気軽に参加できるサッカー・ボウリング教室等を実施し、スポーツ・レクリエーションに親しむきっかけを提供

しています。参加費は１回あたり５００円～１，０００円であり、講師代、施設使用料、保険料等の実費相当と
なっています。 

２ スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業 
 区民のスポーツ・レクリエーション活動の普及啓発を行うとともに活動できる環境の整備を図るため、子どもから
高齢者・障害者・外国人まで気軽に親しむことができるイベントの実施、広報誌の発行、スポーツ・レクリエーショ
ン指導者養成・活用事業を実施しています。 
(1)区民スポーツまつり 
  １０月の第３日曜日に、区立総合運動場、大蔵第二運動場等を使用し、区民が自由に約５０種目のスポーツ・レ
クリエーションに参加・体験できるイベント（参加費無料）を開催しています。（令和６年度の参加者実績数：２４，
５００名） イベント当日は、区立総合運動場温水プール等、財団が管理運営する温水プールを無料開放していま
す。 

(2)元旦あるこう会 
  毎年元日に開催することにより、新年のお祝いとともに一年間の健康意識を高め体力の増進を図ることによって、
スポーツ・レクリエーション活動の普及を推進しています。参加者の任意の場所から区立総合運動場までの道のり
をだれでも自由に参加できる歩行会です。（令和６年度の参加者実績数：９７９名） 参加費は無料となっています。 



(3)スポーツのしおり（Sports Information）の発行 
  財団の各種事業や、区内スポーツ施設の利用情報等を提供するため、年２回、計９，０００部を発行しています。
区内公共施設、区内各種スポーツ施設、都スポーツ関連施設等で配布するほか、区内小・中学校、高校、大学等へ
送付しています。 

(4)スポーツ・レクリエーション指導者養成・活用（紹介） 
「世田谷スポーツ・文化人材バンク」を活用し、スポーツ・レクリエーション指導者の登録、及び指導者を必要

とする地域クラブ・学校部活動等に対し登録指導者の紹介を行い、団体の活動を支援することにより、地域でのス
ポーツ・レクリエーション活動の普及を進めています。 

３ スポーツ及びレクリエーション団体育成事業 
 区内のスポーツ・レクリエーション団体を支援することで、地域における区民のスポーツ及びレクリエーション活
動を推進しています。 
(1)選手強化助成 
  都民スポーツ大会へ参加する競技種目において、参加団体に選手強化費を助成しています。令和６年夏から令和
７年春にかけて開催された第７８回東京都スポーツ大会では、世田谷区は男子総合第３位、女子総合第６位の成績
をあげており、地域で活躍する選手・団体の能力の向上を支援しています。（令和６年度助成種目数３９種目） 

(2)地域活動団体支援 
  区内で活動している、地域住民が運営中心となる総合型地域スポーツ・文化クラブ（１０クラブ）の支援のため、
スポーツ用品等の物品の貸し出し、各種スポーツ情報の提供、研修の紹介、クラブのＰＲの場の提供等を行ってい
ます。また、併せて保育園や児童館等地域でスポーツ・レクリエーション活動を行う団体に対し、スポーツ・レク
リエーション活動用物品の貸し出しを無料で行っています。 

４ 区から受託するスポーツ及びレクリエーション事業 
(1)スポーツ推進委員の活動支援 
  スポーツ推進委員は、スポーツ関係団体等が地域で開催するスポーツイベント関連の企画運営の支援を行うなど
地域の生涯スポーツのコーディネーターとして活動しています。財団は、より一層の地域スポーツを推進するため、
スポーツ推進委員と連携するほか、調査研究活動・研修会等を実施するなどスポーツ推進委員の活動を支援します。 

５ 区から受託する社会体育施設の管理及び運営 
(1)社会体育施設の管理及び運営 
  総合運動場・千歳温水プール・大蔵第二運動場の指定管理者施設の維持管理と、地域体育館・学校開放施設の管
理運営受託により、区内の数少ないスポーツ施設の有効活用を図りながら地域スポーツの拠点施設として提供して
います。当財団は各施設において、利用率の低い時間帯や曜日を把握し、空き施設を利用して様々なスポーツ教室
を実施しているほか、区民スポーツまつり等の各種自主事業を実施しています。各施設の利用料金及び使用料は世
田谷区の条例・規則等により設定されています。 

 
［周知方法］ 
募集については、ホームページをはじめ、区報、ポスター、チラシ等により広く周知するなど、だれもが参加でき

る機会の提供を図っております。 
 
[対象者] 
事業参加者は、世田谷２４６ハーフマラソン等の一部事業を除き、区民及び区内在学・在勤者です。施設利用は、

区民及び区内在学・在勤者となっています（大蔵第二運動場の一部施設を除く）。 
 
［事業実施のための財源］ 
 スポーツ及びレクリエーション振興事業、スポーツ及びレクリエーション普及啓発事業、スポーツ及びレクリエー
ション団体育成事業は、事業運営収益及び受取補助金等のほか、収益事業等の利益を充当して実施します。区から受
託するスポーツ及びレクリエーション事業、区から受託する社会体育施設の管理及び運営は、区からの委託料により
実施します。 
 
［事業をまとめた理由］ 
 世田谷区民がスポーツ・レクリエーション活動を通じて、心身ともに健康で豊かな生活を送ることができる生涯ス
ポーツ社会の形成に寄与することを目的として、様々なスポーツ・レクリエーションに関する取り組みを行っており、
取り組みは相互に深く関連し一体的な体制で地域全体のスポーツ・レクリエーション活動を推進することが不可欠で
あることから、公１事業としてまとめたものです。 
 

注１  事業の概要の欄では、事業の実施のための財源、必要となる財産を含めて記載してください。また、事業の重要な部分を委託して

いる場合には、その委託部分が分かるように記載してください。 
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２．個別の事業の内容について 

（１） 公益目的事業について （事業単位ごとに作成してください。）

公 1

本事業のうち「スポーツ推進委員の活動支援」は、区内各地域のスポーツコーディネーター・アドバイザーであるスポー
ツ推進委員と連携し、区内各地域のスポーツ及びレクリエーション活動の振興を図る点において、19の「地域社会の健
全な発展を目的とする事業」に該当すると考えます。

（本事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与すると言える事実を記載してください(注１)。）

 （下欄事業区分欄から、法人の事業に該当の区分を選択してくだ
さい。事業区分ごとのチェックポイントがその横に表示されます。
該当する事業区分がないと考える場合には、最後の(18)「上記事
業区分に該当しない場合」を選択してください。）

チェックポイントに該当する旨の説明

（左欄に表示されたチェックポイントに対して、でき
るだけ対応するように、どのように事業を行うのか

がわかるように記載してください。）
その他説明事項

事業
区分

区分ごとのチェックポイント

事業番号

〔２〕事業の公益性について

定款（法人の事業又は目的）上の根拠 第4条第1項第1号・2号・3号・4号・5号

事業の種類
（別表の号）

（本事業が、左欄に記載した事業の種類に該当すると考える理由を記載してください。）

本事業は、生涯スポーツ社会の形成に寄与することを目的として様々なスポーツ・レクリエーションに関する取り組みを
行っている点において、9の「教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養
することを目的とする事業」に該当すると考えます。

09

19

(4) 体
験活動
等

1.当該体験活動等が不特定多数の者の利益の増
進に寄与することを主たる目的として位置付け、
適当な方法で明らかにしているか。
2.公益目的として設定されたテーマを実現するた
めのプログラムになっているか。（例：テーマで
謳っている公益目的と異なり、業界団体の販売促
進や共同宣伝になっていないか）
3.体験活動に専門家が適切に関与しているか。

○スポーツ教室
１．子どもから高齢者、障害者、外国人等を対象
に、スポーツ及びレクリエーション活動を親しむ
きっかけづくりの場を提供するため、各種スポー
ツ・レクリエーション教室を開催している。
　募集は、ホームページ、区報、SNS、ポスター、
チラシ等により、広く周知している。
２．気軽に参加できることや、幅広い年代の方々
が多くの種類のスポーツに親しむことができるよ
う、種目を設定し開催している。
（１）各種スポーツ教室
（２）だれでも、ひとりでも参加できる教室
３．教室の内容により、各スポーツ・レクリエーショ
ン種目に精通した区内競技団体（賛助会員）や専
門機関に依頼し開催している。

(4) 体
験活動
等

1.当該体験活動等が不特定多数の者の利益の増
進に寄与することを主たる目的として位置付け、
適当な方法で明らかにしているか。
2.公益目的として設定されたテーマを実現するた
めのプログラムになっているか。（例：テーマで
謳っている公益目的と異なり、業界団体の販売促
進や共同宣伝になっていないか）
3.体験活動に専門家が適切に関与しているか。

○体力・基礎運動能力向上事業
１．「走る・跳ぶ・投げる・歩く・泳ぐ」といった基礎
的運動能力の向上を図り、子どもから高齢者等ま
での多種多様なスポーツ・レクリエーション活動を
支える体力の基盤づくりを推進するものである。
　募集は、ホームページ、区報、SNS、ポスター、
チラシ等により、広く周知している。
２．区民の体力向上を図るため、事業ごとに種目
を設定し開催している。
（１）子どもの体力・基礎運動向上事業
（２）成人・高齢者の体力・基礎運動向上事業
（３）各種ウォーキング
３．元オリンピック選手に講師を依頼するほか、各
種目に精通した区内競技団体（賛助会員）や専門
機関など専門家の関与を受けて開催している。

(15) 競
技会

1.当該競技会が不特定多数の者の利益の増進に
寄与することを主たる目的として位置付け、適当
な方法で明らかにしているか。
2.公益目的として設定した趣旨に沿った競技会と
なっているか。（例：親睦会のような活動にとどまっ
ていないか）
3.出場者の選定や競技会の運営について公正な
ルールを定め、公表しているか。

○競技大会
１．日常の鍛錬の成果を発揮する機会を提供する
ことにより、競技力の向上を図るものである。
　募集は、ホームページ、区報、SNS、ポスター、
チラシ等により、広く周知している。
２．各種大会を開催している。
（１）区民スポーツ大会（35種目）
（２）各種大会（31種目）
（３）ドッジボール大会
（４）子ども駅伝　等
３．募集要項等にルール等を記載し、広く公表して
いる。
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(15) 競
技会

1.当該競技会が不特定多数の者の利益の増進に
寄与することを主たる目的として位置付け、適当
な方法で明らかにしているか。
2.公益目的として設定した趣旨に沿った競技会と
なっているか。（例：親睦会のような活動にとどまっ
ていないか）
3.出場者の選定や競技会の運営について公正な
ルールを定め、公表しているか。

○世田谷２４６ハーフマラソン
１．箱根駅伝で活躍する区内大学の選手ととも
に、日本陸上競技連盟公認のコースを駆け抜け
るハーフマラソンの部や親子や子どもなどが参加
する健康マラソンの部で構成している。また、区内
の魅力の再発見と世田谷区が掲げる「スポーツの
せたがや」を一層推進し、区内におけるスポーツ
活動の振興を図るものである。
　募集は、ホームページ、区報、SNS、ポスター、
チラシ等により、広く周知している。
２．大会と同時にイベントを開催し、大会参加者の
ほか、応援者などの不特定多数の方が楽しめる
ものである。競技会場の広場では、物産展等を開
催し、イベント全体の来場者数は沿道応援者数を
含め例年50,000名を超える。
３．募集要項等にルール等を記載し、広く公表して
いる。

(3) 講
座、セ
ミ
ナー、
育成

1.当該講座、セミナー、育成（以下「講座等」）が不
特定多数の者の利益の増進に寄与することを主
たる目的として位置付け、適当な方法で明らかに
しているか。
2.当該講座等を受講する機会が、一般に開かれ
ているか。
（注）ただし、高度な専門的知識・技能等を育成す
るような講座等の場合、質を確保するため、レベ
ル・性格等に応じた合理的な参加の要件を定める
ことは可。
3.当該講座等及び専門的知識・技能等の確認行
為（受講者が一定のレベルに達したかについて必
要に応じて行う行為）に当たって、専門家が適切
に関与しているか。
（注）専門的知識の普及を行うためのセミナー、シ
ンポジウムの場合には、確認行為については問
わない。
4.講師等に対して過大な報酬が支払われることに
なっていないか。

,○スポーツ講習会
１．スポーツの実技やスポーツ振興に携わるうえ
で必要な知識を習得する講習会を開催し、親しみ
を持ってスポーツ・レクリエーション活動ができる
環境を提供するものである。
　各種講習会を設定し、開催している。
（１）スポーツ実技講習会
（２）各種養成講習会
２．募集は、ホームページ、区報、ポスター、チラシ
等により、広く周知している。
　また、１（２）各種養成講習会については、指定
管理者制度の活用、地域活性化策の事例を研
究・情報共有することを目的に実施している。
３．１（１）スポーツ実技講習会については、元オリ
ンピック選手や元プロ野球選手に講師を依頼する
など専門家の関与を受けて実施している。
　１（２）体育施設管理士養成講習会については、
大学教授をはじめとする学識経験者や各種講習
内容に応じた専門家に依頼し開催している。
４．講師の報酬については、内部基準に基づい
て、適正な額で支払っている。

(4) 体
験活動
等

1.当該体験活動等が不特定多数の者の利益の増
進に寄与することを主たる目的として位置付け、
適当な方法で明らかにしているか。
2.公益目的として設定されたテーマを実現するた
めのプログラムになっているか。（例：テーマで
謳っている公益目的と異なり、業界団体の販売促
進や共同宣伝になっていないか）
3.体験活動に専門家が適切に関与しているか。

○子ども活き活きスポーツ活動推進事業
１．スポーツを通して、子どもの健康・体力を保持・
増進していくとともに、地域社会の中で子どもが健
やかに育つことを目的とするものである。
　募集は、ホームページ、区報、SNS、ポスター、
チラシ等により、広く周知している。
２．運動が好きな子どもだけではなく、苦手な子ど
もに対しても運動の機会を提供するため、子ども
の健康・体力や運動目的等により、教室、事業ご
とに種目を設定し開催している。
（１）ジュニアスポーツ教室
（２）チャレンジスポーツ
（３）子どもスポーツイベント
（４）ジュニア育成事業
（５）多摩川流域スポーツ大会
（６）スポーツ観戦デー
（７）区立中学校部活動地域展開関連事業
３．元オリンピック選手に講師を依頼するなど、各
種目に精通した区内競技団体（賛助会員）や専門
機関など専門家の関与を受け開催している。

(4) 体
験活動
等

1.当該体験活動等が不特定多数の者の利益の増
進に寄与することを主たる目的として位置付け、
適当な方法で明らかにしているか。
2.公益目的として設定されたテーマを実現するた
めのプログラムになっているか。（例：テーマで
謳っている公益目的と異なり、業界団体の販売促
進や共同宣伝になっていないか）
3.体験活動に専門家が適切に関与しているか。

○生涯健康推進事業
１．加齢とともに衰えてくる筋力の低下を防止する
ほか、生涯現役を目指し、運動習慣を身につける
など、スポーツを通して区民が元気でいられること
を目的とするものである。
　募集は、ホームページ、区報、SNS、ポスター、
チラシ等により、広く周知している。
２．生涯現役を推進するため、年代や体力により、
事業ごとに種目を設定し開催している。
（１）高齢者の生涯健康推進事業
（２）中高年の生涯健康推進事業
３．保健師や栄養士、区内競技団体（賛助会員）、
専門機関など専門家の関与を受け開催している。
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1.当該体験活動等が不特定多数の者の利益の増
進に寄与することを主たる目的として位置付け、
適当な方法で明らかにしているか。
2.公益目的として設定されたテーマを実現するた
めのプログラムになっているか。（例：テーマで
謳っている公益目的と異なり、業界団体の販売促
進や共同宣伝になっていないか）
3.体験活動に専門家が適切に関与しているか。

○区民スポーツまつり
１．多くの区民にスポーツ・レクリエーションに気軽
に触れて楽しんでもらうことを目的とするものであ
る。
　広報は、ホームページ、区報、SNS、ポスター、
チラシ等により、広く周知している。
２．「いい日、いい汗、いい仲間」をキャッチフレー
ズに区立総合運動場や大蔵第二運動場の施設を
利用し、約60種目のスポーツ・レクリエーションに
自由に参加し体験できるイベントである（参加費無
料）。
３．各種スポーツ・レクリエーション関係団体等か
ら構成する実行委員会により開催している。開催
まで何回かの委員会を開き実施している。また、
専門機関にも依頼している。

○スポーツのしおり（Sports　Information）の発行
１．当財団の主要事業（スポーツ教室・イベント等）
や世田谷区内スポーツ施設の利用に関する情報
を提供し、スポーツ・レクリエーションへの関心を
高めることを目的に、年2回（計9,000部）を発行し
ている。
２．
ア．ホームページに掲載するほか、配布場所とし
て、世田谷区内主要施設（スポーツ施設、総合支
所、区民センター等）をはじめ、東京都スポーツ関
連施設等においても配布している。（無料配布）
　また、情報提供として、区内小中学校・高等学
校・大学及び他区市体育協会等へ送付するなど、
幅広くスポーツ・レクリエーションの情報発信を
行っている。
イ．組織内で監修し、元オリンピック選手をはじめ
とするトップアスリート経験談等を掲載している。
印刷は専門業者へ依頼している。

(4) 体
験活動
等

(4) 体
験活動
等

1.当該体験活動等が不特定多数の者の利益の増
進に寄与することを主たる目的として位置付け、
適当な方法で明らかにしているか。
2.公益目的として設定されたテーマを実現するた
めのプログラムになっているか。（例：テーマで
謳っている公益目的と異なり、業界団体の販売促
進や共同宣伝になっていないか）
3.体験活動に専門家が適切に関与しているか。

○元旦あるこう会
１．気軽に誰でも参加できる歩行会をとおして、新
年のお祝いとともに、一年間健康で過ごす意識を
高め、体力増進を図ることを目的とするものであ
る。
　広報は、ホームページ、区報、SNS、ポスター、
チラシ等により、広く周知している。
２．参加者の任意の場所から区立総合運動場ま
での道のりをだれでも自由に参加できる歩行会で
ある。（参加費無料・事前申込制）
３．各種スポーツ・レクリエーション関係団体等か
ら構成する実行委員会により開催している。開催
まで何回かの委員会を開き実施している。

(18) 上
記の事
業区分
に該当
しない
場合

1.事業目的（趣旨：不特定多数でない者の利益の
増進への寄与を主たる目的に掲げていないかを
確認する趣旨。）
2.事業の合目的性（趣旨：事業の内容や手段が事
業目的を実現するのに適切なものになっているか
を確認する趣旨。）
ア　受益の機会の公開（例 受益の機会が、一般
に開かれているか）
イ　事業の質を確保するための方策（例 専門家
が適切に関与しているか）
ウ　審査・選考の公正性の確保（例 当該事業が
審査・選考を伴う場合、審査・選考が公正に行わ
れることとなっているか）
エ　その他（例 公益目的として設定した事業目的
と異なり、業界団体の販売促進、共同宣伝になっ
ていないか）
（注）2.（事業の合目的性）ア～エは例示であり、事
業の特性に応じてそれぞれ事実認定上の軽重に
は差がある。

(3) 講
座、セ
ミ
ナー、
育成

1.当該講座、セミナー、育成（以下「講座等」）が不
特定多数の者の利益の増進に寄与することを主
たる目的として位置付け、適当な方法で明らかに
しているか。
2.当該講座等を受講する機会が、一般に開かれ
ているか。
（注）ただし、高度な専門的知識・技能等を育成す
るような講座等の場合、質を確保するため、レベ
ル・性格等に応じた合理的な参加の要件を定める
ことは可。
3.当該講座等及び専門的知識・技能等の確認行
為（受講者が一定のレベルに達したかについて必
要に応じて行う行為）に当たって、専門家が適切
に関与しているか。
（注）専門的知識の普及を行うためのセミナー、シ
ンポジウムの場合には、確認行為については問
わない。
4.講師等に対して過大な報酬が支払われることに
なっていないか。

○生涯健康推進事業
１．加齢とともに衰えてくる筋力の低下を防止する
ほか、生涯現役を目指し、運動習慣を身につける
など、スポーツをとおして区民が元気でいられるこ
とを目的とするものである。
・高齢者の生涯健康推進事業（健康に関する講習
会）
２．募集は、ホームページ、区報、SNS、ポスター、
チラシ等により、広く周知している。
３．大学教授に講師を依頼するほか、各種講演内
容に応じた専門家の関与を受けて実施している。
４．講師の報酬については、内部基準に基づい
て、適正な額で支払っている。

(4) 体
験活動
等

1.当該体験活動等が不特定多数の者の利益の増
進に寄与することを主たる目的として位置付け、
適当な方法で明らかにしているか。
2.公益目的として設定されたテーマを実現するた
めのプログラムになっているか。（例：テーマで
謳っている公益目的と異なり、業界団体の販売促
進や共同宣伝になっていないか）
3.体験活動に専門家が適切に関与しているか。

○障害者スポーツ・レクリエーション推進事業
１．スポーツ・レクリエーションに親しむきっかけづ
くりやスポーツをすることの楽しさやすばらしさの
提供を図るものである。
　募集は、ホームページ、区報、SNS、ポスター、
チラシ等により、広く周知している。
２．障害のある方が気軽に参加できる内容となる
よう、対象年齢別に種目を設定し開催している。
（１）運動・水泳教室
（２）各種スポーツ教室・イベント
３．都立障害者スポーツセンターや障害者支援の
NPO法人等に依頼するなど専門家の関与を受け
て実施している。
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(18) 上
記の事
業区分
に該当
しない
場合

(18) 上
記の事
業区分
に該当
しない
場合

1.事業目的（趣旨：不特定多数でない者の利益の
増進への寄与を主たる目的に掲げていないかを
確認する趣旨。）
2.事業の合目的性（趣旨：事業の内容や手段が事
業目的を実現するのに適切なものになっているか
を確認する趣旨。）
ア　受益の機会の公開（例 受益の機会が、一般
に開かれているか）
イ　事業の質を確保するための方策（例 専門家
が適切に関与しているか）
ウ　審査・選考の公正性の確保（例 当該事業が
審査・選考を伴う場合、審査・選考が公正に行わ
れることとなっているか）
エ　その他（例 公益目的として設定した事業目的
と異なり、業界団体の販売促進、共同宣伝になっ
ていないか）

○スポーツ推進委員の活動支援
１．区からの受託により、区内各地域のスポーツ
コーディネーター・アドバイザー的な役割であるス
ポーツ推進委員と連携し、区内各地域のスポーツ
及びレクリエーション活動の振興を図るものであ
る。
２．ア．スポーツ・レクリエーションに関心がある方
なら誰でも参加できる生涯スポーツセミナー（参加
費無料）を開催するほか、広報誌を発行し広く周
知している。
イ．全国スポーツ推進委員連合や関東スポーツ推
進委員協議会主催の専門研修会へ参加し、地域
スポーツの最新情報を収集している。

(11) 施
設の貸
与

1.当該施設の貸与が不特定多数の者の利益の増
進に寄与することを主たる目的として位置付け、
適当な方法で明らかにしているか。
2.公益目的での貸与は、公益目的以外の貸与よ
り優先して先行予約を受け付けるなどの優遇をし
ているか。

(18) 上
記の事
業区分
に該当
しない
場合

1.事業目的（趣旨：不特定多数でない者の利益の
増進への寄与を主たる目的に掲げていないかを
確認する趣旨。）
2.事業の合目的性（趣旨：事業の内容や手段が事
業目的を実現するのに適切なものになっているか
を確認する趣旨。）
ア　受益の機会の公開（例 受益の機会が、一般
に開かれているか）
イ　事業の質を確保するための方策（例 専門家
が適切に関与しているか）
ウ　審査・選考の公正性の確保（例 当該事業が
審査・選考を伴う場合、審査・選考が公正に行わ
れることとなっているか）
エ　その他（例 公益目的として設定した事業目的
と異なり、業界団体の販売促進、共同宣伝になっ
ていないか）
（注）2.（事業の合目的性）ア～エは例示であり、事
業の特性に応じてそれぞれ事実認定上の軽重に
は差がある。

○スポーツ・レクリエーション指導者養成・活用
１．「世田谷区スポーツ・レクリエーション指導者制
度「世田谷スポーツ・人材バンク」を活用し、ス
ポーツ・レクリエーション指導者の登録及び指導
者を必要としている地域クラブや学校部活動等に
対し、登録指導者の紹介を行い、活動の支援を
図っている。
　また、生涯スポーツを推進していくために講習会
を開催し、種目別指導者・クラブマネージャー等の
養成・登録を行っている。
２．
ア．案内は、ホームページ、区報、ポスター、チラ
シ等により広く周知している。
　また、登録に際し、規定の講習会受講にあたっ
てスポーツ・レクリエーション指導者としての専門
知識・技能等も必要なため、一定の年齢（２０歳以
上）制限を設定している。
イ．大学教授をはじめ、各種講習会内容に応じた
専門家に依頼し開催している。講師の報酬につい
ては、内部基準に基づき適正な額を支払ってい
る。

1.事業目的（趣旨：不特定多数でない者の利益の
増進への寄与を主たる目的に掲げていないかを
確認する趣旨。）
2.事業の合目的性（趣旨：事業の内容や手段が事
業目的を実現するのに適切なものになっているか
を確認する趣旨。）
ア　受益の機会の公開（例 受益の機会が、一般
に開かれているか）
イ　事業の質を確保するための方策（例 専門家
が適切に関与しているか）
ウ　審査・選考の公正性の確保（例 当該事業が
審査・選考を伴う場合、審査・選考が公正に行わ
れることとなっているか）
エ　その他（例 公益目的として設定した事業目的
と異なり、業界団体の販売促進、共同宣伝になっ
ていないか）
（注）2.（事業の合目的性）ア～エは例示であり、事
業の特性に応じてそれぞれ事実認定上の軽重に
は差がある。

○選手強化助成
○総合型地域スポーツ・文化クラブ育成
○地域活動団体支援
１．地域における区民のスポーツ及びレクリエー
ション活動を推進していくため、地域団体の育成・
支援を図ることを目的とするものである。
　地域団体の紹介は、ホームページ等により広く
周知している。
２．
ア．地域団体を育成・支援することにより、地域に
おける区民にも受益の機会が開かれている。
イ．特に、総合型地域スポーツ・文化クラブについ
ては、国のスポーツ基本計画にもあるように、地
域住民が主体的に運営している。
ウ．地域団体への育成・支援は、主に物品の貸し
出し（無料）や支援である。賛助会員各団体選手
の競技力向上への支援については、１種目２万円
と少額である。

○指定管理者施設の管理及び運営
１．本事業は、区民のスポーツ及びレクリエーショ
ン活動の場である、区立総合運動場、区立大蔵
第二運動場、及び区立千歳温水プールの管理及
び運営について、世田谷区より指定管理者として
の指定を受けているものである。
　身近な地域でスポーツ及びレクリエーション活動
を楽しめる場としてだれでも利用でき、広く区民の
健康増進に寄与している。
　また、各施設の貸出（利用）については、一定の
要件を満たせば、誰でも登録できる「世田谷区公
共施設利用案内システム（けやきネットシステ
ム）」により貸出（利用）が可能である。（個人利用
施設を除く）
　けやきネットシステムによる抽選・予約管理等を
することにより、公平性、平等性を担保している。
　さらに、けやきネットシステムでの申込等の案内
については、当財団ホームページ、世田谷区ホー
ムページ、ガイドブック等により、広く周知してい
る。
２．優先予約については、世田谷区立総合運動場
条例施行規則、世田谷区立大蔵第二運動場条例
施行規則、世田谷区立千歳温水プール条例施行
規則に基づき、一定の団体が公益上の理由があ
る場合には認められている。
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 根拠法令  許認可等行政機関 

　「公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）」における「【参考】公益目的事業のチェックポイントについて」
を参考に記載してください。
　記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当該許認可等の申請書を添付してくだ
さい。また、「許認可等行政機関」は課名等まで記載してください。

 許認可等の名称 

注１

注２

(11) 施
設の貸
与

1.当該施設の貸与が不特定多数の者の利益の増
進に寄与することを主たる目的として位置付け、
適当な方法で明らかにしているか。
2.公益目的での貸与は、公益目的以外の貸与よ
り優先して先行予約を受け付けるなどの優遇をし
ているか。

○地域体育館及び学校開放施設などの運営
１．本事業は、区からの受託により、上記各施設
のスポーツ及びレクリエーション活動の場の充実
を図るものである。
　身近な地域でスポーツ及びレクリエーション活動
を楽しめる場として、だれでも利用ができるため、
不特定多数の者の利益の増進に寄与していると
いえる。
　また、各施設の貸出（利用）については、一定の
要件を満たせばだれでも登録ができる「世田谷区
公共施設利用案内システム（けやきネットシステ
ム）」により貸出（利用）が可能である。(個人利用
施設を除く）
　けやきネットシステムによる抽選・予約管理等を
することにより、公平性、平等性を担保している。
　さらに、けやきネットシステムでの申込等の案内
については、当財団ホームページ、世田谷区ホー
ムページ、ガイドブック等により、広く周知してい
る。
２．優先予約については、世田谷区の公共施設の
共通使用手続きに関する規則、世田谷区立学校
施設使用条例施行規則に基づき、一定の団体が
公益上の理由がある場合には、認められる。

〔３〕本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注２）



（２）収益事業について                    （事業単位ごとに作成してください。） 

事業番号 事業の内容 
定款（法人の事業又は 

目的）上の根拠 

収 1 売店等事業 第 4 条第 2 項 

事業の概要 

［趣旨］ 

 世田谷区のスポーツ及びレクリエーションの普及、振興、発展を図るため、各体育施設の利用者の利便性及びサー

ビス向上を目的に、各施設に自動販売機を設置するとともに、レストラン・売店の運営を行っております。 

［内容］ 

 世田谷区より行政財産使用許可を受け、以下の運営及び設置を行なっております。 

１ 区立総合運動場 

  ・自動販売機の設置（28.84 平米） 

  （災害時無料提供型、ユニバーサルデザイン型を設置） 

  ・レストランの運営（温水プール 2F 22.40 平米） 

  （離乳食を含む、子ども向けメニューや区内大学との連携による地産商品の提供） 

２ 区立千歳温水プール 

  ・自動販売機の設置（13.85 平米） 

  （AED 搭載型、災害時無料提供型、ユニバーサルデザイン型を設置） 

  ・レストランの運営（B1F 42.00 平米） 

  （離乳食を含む、子ども向けメニューや区内大学との連携による地産商品の提供） 

３ 区立大蔵第二運動場 

  ・自動販売機の設置（23.51 平米） 

   （災害時無料提供型、ユニバーサルデザイン型を設置） 

  ・レストランの運営（本館 1F 73.47 平米） 

   （離乳食を含む、子ども向けメニューや区内大学との連携による地産商品の提供） 

  ・売店の運営（本館 1F 24.70 平米、屋外プール 17.99 平米） 

   （スポーツ関連グッズを販売） 

［事業収入］ 

 18,915 千円（令和 8 年度予算） 

 利益については、公益目的事業へ充当するほか、安全・安心で快適な施設の利用に向けた施設整備等を行っていま

す。 

本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注１） 

許認可等の名称 根拠法令 許認可等行政機関 

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

本事業の利益の額が０円以下である場合の理由又は今後の改善方策について（注２） 

 

注１ 記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当該許認可等の申請書を 

添付してください。また、「許認可等行政機関」は課名等まで記載してください。 

 

注２ 本事業における利益から、管理費のうち本事業に按分される額を控除した額が、０円以下である場合に記載してください。 
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